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階層別研修（指名研修のみ）  

…；（か絶稀車齢諾デ遊覧  
媒蕎蔚射頚対象嘉  
潮無転細損磯雄頼  

研修打ち合わせ・カリキュラム調整  
▼  ●  

対象者抽出  ・研修実施要領の作成  

・研修実施要領通知の  
起案・決裁  
・研修情報の入力  

◆  
庁内ウェブページでの  

1  1  

情報提供  

研膠テキスト等  
の作成  研I夢丁冨報（〃閲寛、 研修実施案領の確研修情報の閲覧  

認、必要に応じて研修対象者への職  
コース選択《※2務命令（口承） ナ  

ら1右》  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

l  

蒜歪しき■…琶訂■「コース脚キ・   ・コース選択内亭確認 ・コース選択決定の 起案・決裁  
・コース選択決定登録  

毒  

研修事前準備  
露転H欠席届の決裁  ・出席簿の作成  

・研修テキスト類印刷  研修テキスト類の   
（庁内のみ）  印刷  

・研修備品類の準備   
他  
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・レポート集計  
（庁内講師分のみ）  

・レポート集計  
出欠状況の入力  ・研修実施状況報告誓  ・研修実施報告書  

の作成  の作成  

・報償貸の   
・委託料の支払い  
・テキスト顆の保存 ・礼状の  

作成送付   ◆ ・研修修了の起案・      研修歴の閲覧    研修歴の閲覧  決裁 ・研俸修了の萱録     支払い  

研修当日  

研修終了  
1週間後  

研修終了  
2週間後  

※1総務事務システム等庁内LANを季り用する作薫について  

包括委託薫務外です。大阪府職且が包括委託後も引音読書、事務を行います。  

冥2 《お知らせ有》について  

庁内LANの「総務事務システム」にて，研膠生として指名された場合（指名研修）、研修生として決定された場合（推薦研修）及び所属長等の承認が  
必要な場合（指名研膵及び推薦研修）は、自動的に、庁内LANを通じて、各研修生や所属長等に「お知らせ」の通知があります．   



専門・特別研修（指名研修及び推薦研修）  

研修生の推薦（複数希  
望考がある場合は、推  

連絡確認（電言舌等）  
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●況榊   ・レポート集計 ・研修実施眉告 
出欠戦況の入力  書  

の作成  

事後課題のとりまとめ一  ■事後課題のフィー           へのニバク  
（未提出者督促）ドッ  

研修歴の閲覧  ・委託料の支払い  
・研修修了の萱録．   

・テキスト粕の保存  

○研修  
2ケ月前  

研修当日  

研修終了  
1週間後  

研修終了  
2週間後  

※1総務事精システム等庁内LANを利用する作業について   

包括委託葉蘭外です。大阪府職員が包括委託後も引き続き、事務を行います。  

※2 《お知らせ有》について  

庁内LANの「総務事務システム」にて、研修生として指名された場合（指名研修）、研幡生として決定された場合（推覇研修）及び所属長等の承認が必要な  
場合（指名研修及び推薦研鰭）は、自動的に、庁内LANを通じて、各研修生や所属長等に「お知らせ」の通知があります。   



00研修受講レポート  

） 職種（  ） 氏名（  所属（  

今後の研修をより良いものにするために、以下の項目にお答え下さい。  

1 日的達成度  

2 研修内容に対する評価  

あまりそう思わない：2  かなりそう思う：5  そう思う：4  まあそう思う：3  そうは思わない：1  

上記の5～1の点数を、下表の空欄に記入してください。  

研修内容はよく理解できた  

この研修を受講したことによって自分の知識  
や能力が向上したと思う  

この研修で高めた知識や能力は実附こ生かせ  
ると思う  

講師の指導方法は適切で分かりやすかった  

3 今回受講されて感じたこと等を自由に記入して下さい。  

ーご協力ありがとうございました－   



大阪府職員研修規程（平成9年訓職研第102号）  

目次   

第1章 総則（第1粂一第6条）   

第2章 自主研修（第7粂一第9条）   

第3章 職場研修（第10条一第13粂）   

第4章 部局研修（第14条一第16条）   

第5章 センター研修（第17条一第24条）   

第6華 人材養成企画推進委員会（第25条一第31条）   

第7章 雑則（第32条）  

第1章 総則  

（趣旨）  

第1条 この規程は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第39条の規定に基づき、職員の勤務   

能率の発揮及び増進のために、知事が行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

（1）所属長 職員の職の設置に関する規則（昭和32年大阪府規則第5号。以下「職設置規則」とい   

う。）第2条第1項第3号に規定する室の長、同条第2項第9号に規定する部等に置く課の長革び職  

設置規則第2条の2第1項に規定する出先機関（以下「出先機関」という。）の長をいう。  

（2）所属 前号に規定する室、部等に置く課及び出先機関をいう。  

（3）部局長 大阪府組織条例（昭和28年大阪府条例第1号）に規定する部の長、大阪府会計管理者の  

補助組織設置規則（平成※※年大阪府規則第※※号）第1条に規定する会計局の長をいう。  

（4）部局 前号に規定する部並びに前号に規定する会計局をいう。ただし、税務室は、－の部とする。  

（研修の目的等）  

第2条 研修は、職員に対し、公務員精神の酒養と職務遂行能力の向上を図り、もって府政の適正かつ   

効率的な運営に資することを目的とする。  

2 部局長、所属長及び総務部人事室長（以下「人事室長」という。）は、前項の目的を達成するため、   

府における職員の能力開発に関する組織風土の醸成を図り、一体として研修の成果が上がるように努   

めなければならない。  

3 部局長及び所属長は、所属職員に研修を受ける機会を与えなければならない。   



（研修の区分）  

第3粂 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。  

（1）自主研修  

（2）職場研修 

（3）部局研修  

（4）センター研修  

2 前項各号に掲げる研修は、相互に連携を図ることにより、相乗効果を高めるように実施されなけれ   

ばならない。   

（研修計画）  

第4粂 人事室長は、毎年度、職員研修計画を作成しなければならない。  

2 人事室長は、前項の規定による職員研修計画の策定に当たっては、府の人材養成の基本的な方針に   

基づくとともに、部局長の意見を尊重しなければならない。   

（他の任命権者との協力関係）  

第5条 知事は、知事以外の任命権者と共同して研修を実施し、又は他の任命権者の要請があるときは、   

その所属職員を研修に参加させることができる。  

（市町村等との連携関係）  

第6条 知事は、府の区域内の市町村の長等と共同して研修を実施し、又は府の区域内の市町村の長尊   

からの委託に基づき、その所属職員を研修に参加させることができる。  

第2章 自主研修  

（自主研修の意義等）  

第7粂 この規程において、「自主研修」とは、職員が自らの職務遂行能力の向上を図るため、自主的に   

学習する研修をいう。  

2 部局長、所属長及び人事室長は、自主研修の促進に努めなければならない。  

（自主研修の種別）  

第8条 自主研修の種別は、次のとおりとする。  

（1）個人学習  

（2）グループ学習  

（3）通信教育講座  

（自主研修の支援）  

第9条 人事室長は、自主研修の促進のため、必要な支援を行うものとする。   



第3章 職場研修  

（職場研修の意義等）  

第10条 この規程において、「職場研修」とは、日常の職務を通じて計画的に職務遂行能力を向上させる   

ことを目的として実施する研修をいう。  

2 所属長は、職場研修の充実に努めなければならない。  

（職場研修推進者）  

第10条の2 職瘍研修の推進のため、所属に「職場研修推進者」を置く。  

2 職場研修推進者は以下に掲げる者とする。  

（1）所属（出先機関を除く。）の課長補佐の職にある者のうち、所属長が指定するもの  

（2）出先機関の次長の職にある者（二人以上の次長を置く出先機関又は次長を置かない出先機関にあっ  

ては、所属長が指定する者）  

3 職場研修推進者は、職場研修が計画的かづ効果的に実施されるよう、職場研修の企画立案に努めなけ   

ればならない。  

4 職場研修推進者は、職場研修を実施する者に対し指導、助言等を行うものとする。  

（職場研修の種別）  

第11条 職場研修の種別は、次のとおりとする。  

（1）個別指導研修  

（2）小集団指導研修  

（3）室・課（所）研修   

（職場研修担当者）  

第11条の2 職場研修を実施する者のうち、個別指導研修を担当する者を職場研修担当者という。  

2 職場研修担当者は、次に掲げる者をもって充てる。  

（D個別指導研修を受ける者の直属の上司   

色）前号に掲げるもののほか、個別指導研修を担当するにふさわしいとして職場研修推進者が指定する者  

3 職場研修担当者は、職場研修推進者が企画し、及び立案した個別指導研修を実施するものとする。  

（職場研修の計画・実施状況）  

第12条 所属長は、前条第3号の室・課（所）研修について、毎年度、計画を作成するとともにその実施   

状況を取りまとめなければならない。  

2 所属長は、前項の計画及び実施状況を部局長に報告しなければならない。  

3 部局長は、前項の規定による報告を取りまとめの上、人事室長に報告しなければならない。   



（職場研修の支援）  

第13条 部局長及び人事重臣は、職場研修の促進のため、必要な支援を行うものとする。  

（職場研修補助者）  

第13条の2 職場研修を補助するため、人事室に職場研修補助者を置く。  

2 職場研修補助者は、人材養成を担当する職員のうち、人事室長が指定する者をもって充てる。  

3 職場研修補助者は、職場研修が円滑に行われるための条件整備を図るものとする。  

第4章 部局研修  

（部局研修の意義等）  

第14条 この規程において、「部局研修」とは、部局長が、所属職員に対し、職務の遂行上必要となる能   

力を向上させることを目的として実施する研修をいう。  

2 部局長は、部局研修の充実に努めなければならない。   

（人材養成推進者）  

第14条の2 部局研修及び職場研修の推進のため、部局に人材養成推進者を置く。  

2 人材養成推進者は、部局の人事を担当する課長補佐の職にある者とする。  

3 人材養成推進者は、・部局研修が計画的かつ効果的に実施されるよう、部局研修の企画立案に努めなけ   

ればならない。  

4 人材養成推進者は、職場研修の促進のため、職場研修推進者に対し指導、助言等を行うものとする。   

（部局研修の計画・実施状況）  

第15粂 部局長は、部局研修について、毎年度、計画を作成するとともに実施状況を取りまとめなけれ   

ばならない。  

2 部局長は、前項の計画及び実施状況を人事室長に報告しなければならない。   

（部局研修の支援）  

第16条 人事室長は、部局研修の促進のため、必要な支援を行うものとする。  

第5章 センター研修   

（センター研修の意義等）  

第17粂 この規程において、「センター研修」とは、職員に対し、職務遂行上必要となる能力のうち、全   

庁的に共通する基本的能力及び専門的能力を養成することを目的として、人事室長が実施する研修をい   

う。  

2 人事室長は、センター研修の充実に努めなければならない。   



3 部局長は、センター研修の実施に協力しなければならない。  

4 所属長は、職員の研修への参加に配慮しなければならない。   

（センター研修の種別）  

第18条 センター研修の種別は、次のとおりとする。  

（1）階層別研修  

（2）専門・特別研修   

（センター研修の計画・実施状況）  

第19粂 人事室長は、センター研修について、毎年度、計画を作成するとともに前年度の実施状況を取   

りまとめなければならない。   

（研修生の決定）  

第20条 センター研修を受講する職員（以下「研修生」という。）は、人事室長が決定する。ただし、専   

門・特別研修については、所属長による当該所属の候補者の推薦に基づき、人事室長が決定するものと   

する。   

（研修生の義務等）  

第21条 研修生は、研修期間中、人事室長の指示に誠実に従い、研修に専念しなければならない。  

2 研修生は、研修終了後、当該研修の成果を職務に反映するよう努めなければならない。  

3 人事室長は、必要があると認めるときは、研修生に対し、報告書の提出等を求めることができる。   

（研修効果の測定）  

第22条 人事室長は、研修生に対し、研修効果の測定を行うことができる。   

（研修実施結果の通知等）  

第23条 人事室長は、研修の終了後、速やかに、修了者の決定を行い、必要な事項を研修生の所属長に   

通知するものとする。   

（研修インストラクター）  

第24条 研修インストラクターは、次に掲げる者のうち、指導者としてふさわしい者を人事室長が指定する。   

（カセンクー研修の修了者   

Q）人事室で職員研修業務に携わっている者又は携わったことのある者  

（3）研修業務について前2号の者と同等の知識及び技能を身につけている者  

2 研修インストラクターは、センター研修、部局研修及び職場研修が円滑かつ効果的に行われるように、研修の進   

行管理、指導、助言等に努めなければならない。   



第6章 人材養成企画推進委貞会  

（設置）  

第25条 研修その他の人材養成に関する重要事項を協議するため、大阪府人材養成企画推進委貞会（以下   

「委員会」という。）を設置する。  

．（協議事項）  

第26条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。  

（1）研修その他の人材養成の基本方針に関する事項  

（2）職員研修計画に関する事項  

（3）前2号に掲げるもののほか、研修その他の人材養成に関する重要事項   

（組織）  

第27条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者とする。   

（委員長及び委員長代理）  

第28条 委員会に委員長及び委員長代理を置き、委員長は人事室長の職にある者を、委員長代理は総務   

部人事室人事課長の職にある者をもって充てる。  

2 委員長は、委員会の会務を総理する。  

3 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。   

（会議）  

第29条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長になる。   

（庶務）  

第30条 委員会の庶務は、総務部人事主において行う。   

（委員長への委任）  

第31条 第25条から前条までに定めるもののほか、委員会に閲し必要な事項は、委員長が定める。  

第7章 雑則  

（委任）  

第32条 この規程に定めるもの及び前条の規定により委貞長が定めるもののほか、研修に関し必要な事   

項は、人事室長が定める。   



改正文（平成9年8月25日討l職研第102号）抄  

平成9年9月1日から実施する。   

改正文（平成10年3月31日訓職研第225号）抄  

平成9年4月1日から実施する。   

改正文（平成12年4月12日訓暇研第10号）抄  

平成12年4月13日から実施する。   

改正文（平成14年3月27日訓人第3209号）抄  

平成14年4月1日から実施する。   

改正文（平成15年3月24日訓人第3246号）抄  

平成15年4月1日から実施する。   

改正文（平成15年9月12日訓人事第1589号）抄  

平成15年9月12日から実施する。  

改正文（平成16年3月23日訓人事第2275号）抄  

平成16年4月1日から実施する。  

改正文（平成17年3月31日訓人事第2748号）抄  

平成17年4月1日から実施する。  

改正文（平成18年3月31日訓人事第2879号）抄  

平成18年4月1日から実施する。  

改正文（平成19年3月29日訓人事第2641号）抄  

平成19年4月1日から実施する。   



別表（第二十七条関係）  

部   （ 室     局 ）   職   

総  務  部   人  事  室  長   

秘 書 室 総 務 課 長  
政   策   企   画   部  

企画室課長（政策・調整担当）   

行  政  改  革  課  長  
総   務   部  

税 務 重 税 政 課 長   

部   府 民 活 動 推 進 課 長   

に ぎ わ い 創 造 部   国 際 室 総 務 課 長   

病  院  事  業  課  長   

部   産業労働企画室総務課長   

環 境 農 林 水 産 部   環境農林水産総務課長   

計  局   会  計  総  務  課  長   

水  道  部   経 営 企 画 課  

教育政策室総務企画課長  
教 育 委 員 会 事 務 局  

教職員宣教職員人事課長   

監 査 委 員 事 務 局   監  査  監   

人 事 委 員 会 事 務 局   任  用   審  査  課  長   

総  務  部   人 事 室 人 事 課 長   

（注）監査委員事務局監査監にあっては、所属長が指定する者とする。   



資料6  
作成：平成  年 月  日  

研修実施状況報告書：  研 修  



平成 年 月 日   

研修機関名  

講師名  

営業担当者名   

大阪府知事様  

研修実施報告書  



大阪府職員研修事務処理要領  

（趣旨）  

第1粂 この要領は、大阪府職員研修規程（平成9年訓職研第102号）第32条の規定   

に基づき、職員研修に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。  

（自主学習グループ）  

第2条 自主学習グループは、次に掲げる要件をすべて満たし、総務部人事室長（以下「人   

事室長」という。）が承認したグループとする。  

（1） 構成員が本府職員であり、5名以上で構成され、3か月以上の期間、活動するグ  

ループ  

（2） 学習内容が、職務に関する知識・技能の習得及び向上又は行政課題の研究等で、  

府政の推進に資するグループ  

2 自主学習グループに対し、人事室長は、次の支援を行う。  

（1） 研修室の時間外貸出  

ア 貸出対象  職員研修センター（以下 「センター」という。）研修室  

4及び研修室5  

年末年始及び祝日。ただし、人事室長は、必要があると認  

めるときは、臨時に貸出除外目を設けることがある。  

平日  午後6時から午後9暗まで  

土曜日及び日曜日 午前9時から午後5暗まで  

（土曜日及び日曜日の利用にあっては、1グループにつき  

半日単位とする。）  

利用日の前週の金曜日までに、所定の手続きに従って人事  

童まで申し込むこと。  

イ 貸出除外日  

ウ 利用時間  

エ 利用予約  

（2） 研修教材、機材の貸出  

（3） 情報の提供等  

3 自主学習グループの承認手続等は、次のとおりとする。  

（1） 承認申請 自主学習グループとして承認を受けようとするものは、自主学習活動  

援助承認申請書（様式第1号）を活動開始日の15日前までに、人事  

室長に提出しなければならない。  

（2） 承認決定 人事室長は、前号の承認申請があったときは、当該学習活動の目的、  

内容等を審査の上、承認の可否を決定し、その結果を速やかに、当該  

自主学習グループの代表者に通知するものとする。   



（3） 活動報告 自主学習グループは、活動終了後1か月以内に、自主学習活動成果報  

告書（様式第2号）を人事室長に提出しなければならない。但し、翌  

年度も継続して活動する自主学習グループ桔、当該年度末に、自主学  

習活動成果報告書（様式第2号）を人事室長に提出しなければならな  

い。人事室長は、提出のあった報告書の内容について、必要があれば  

公表することがある。  

（4） 研修室の 自主学習グループが第2号の規定に基づき承認を受けた内容に反して  

使用禁止 研修室を使用したとき・は、人事室長は以後の使用を認めないことがあ  

る。  

（5） 登録取消 自主学習グループに虚偽の申請を行う等の不正な行為があったと認め  

られるときは、人事室長は当該自主学習グループの承認を取り消すこ  

とがある。  

（通信教育講座）  

第3条 通信教育講座の受講を支援するため、人事室長は、通信教育講座について、庁内   

ウェブページ等で情報提供するものとする。  

（部局・職場研修の計画・実施状況）  

第4粂 職場研修の計画及び実施状況の報告の取扱いは、次のとおりとする。  

（1）計画  ア 所属長は、職場研修のうち室・課（所）研修について、次年度の計  

画を3月15日までに部局長に報告しなければならない。  

イ 部局長は、上記計画を取りまとめの上、職場研修実施計画書（様式  

第3号）により3月中に人事室長に報告しなければならない。  

（2）実施状況 ア 所属長は、職場研修のうち室・課（所）研修について、当該年度の  

実施状況（予定を含む。）を3月15日までに部局長に報告しなけ  

れぼならない。  

イ 部局長は、上記実施状況を取りまとめの上、職場研修実施状況報告  

書（様式第4号）により3月中に人事室長に報告しなければならな  

い。  

2 部局研修の計画及び実施状況報告の取扱いは、次のとおりとする。  

（1）計画  部局長は、部局研修について、次年度の計画を部局研修実施計画書（様  

式第5号）により3月中に人事室長に報告しなければならない。  

（2）実施状況 部局長は、部局研修について、当該年度の実施状況を、部局研修実施状  

況報告書（様式第6号）により3月中に人事室長に報告しなければなら  

ない。  

3 人事室長は、前2項各号に掲げるもののほか、別に報告を求めることがある。   



（研修資料コーナー）  

第5条 人事室長は、職員研修の支援を図る観点から、研修資料コーナーに図書、記録、   

その他必要な資料（以下「図書等」という。）を整備するものとする。  

2 研修資料コーナーの利用は、次のとおりとする。  

（1）利用時間 平日 午前9時から午後6時まで  

（午後0時15分から1暗までを除く。）  

ただし、人事室長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更する  

ことがある。  

（2）体重日  府の定めた休日。ただし、人事室長は、必要があると認めるときは、臨  

時に休室日を設けることがある。  

（3）利用手続 研修資料コーナーを利用するときは、センター備付けの受付簿に所要の  

事項を記入しなければならない。  

図書等の貸出を希望する者は、「貸出票」を提出しなければならない。  

貸出は1人1回3冊までとし、その期間は貸出日の翌日から起算して2  

週間以内（期間満了日が休日のときは、次の勤務日）とする。ただし、  

人事室長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。  

貴重図書、委託図書その他特に人事室長が指定した図書等  

（4）貸出  

（5）貸出除外  

図書等  

（6）転貸禁止  

（7）亡失、汚  

損  

貸出を受けた図書等は、転貸してはならない。  

図書等を亡失し、又は著しく汚損した者は、同じ図書等又はこれに相当  

する金額を弁償しなければならない。ただし、天災など本人の故意又は  

過失によらない場合で知事が承認したときは、この限りでない。  

（8）利用禁止 返却遅滞その他、他の職員に迷惑をかけたときは、研修資料コーナーの  

利用を禁止することがある。  

（研修室及び研修機材め貸出）  

第6条 研修室の貸出は、次のとおりとする。  

（1）研修利用  研修室は、センター研修に利用しないときは、自主学習グループによ  

る自主研修、部局研修又は室・課（所）研修に活用するものとする。  

部局研修計画若しくは室・課（所）研修計画に定めた研修を実施する  

とき、又は各部局人材養成企画推進委負から文書で申請があったとき  

は、利用の3か月前から予約を受け付け、研修室の貸出を行う。  

研修室が研修に利用されないときは、府の各部局の利用を認める。  

利用の前月の1日から、会議室予約システムにより、予約を受け付け、  

研修室の貸出を行う。  

研修の必要が生じたとき、又は利用の目的、態様、メンバー等が不適   

（2）研修利用  

の手続  

（3）研修外利用  

（4）研修外利用  

の手続  

（5）利用の取消  



当であると人事室長が認めるときは、予約後であっても利用をさせな  

いことがある。  

2 研修機材は、研修目的に限り、事前の予約により、必要に応じて貸し出すものとする。  

3 研修室その他の施設をき捜し、又は■落書き等により汚損したときは、それぞれ利用者   

の責任で原状に回復させなければならない。  

4 研修機材をき損し、又は亡失したときは、それぞれ利用者の責任で原状に回復させな   

ければならない。  

（研修教材の貸出）  

第7条 研修教材の貸出は、次のとおりとする。  

自主学習グループによる自主研修、部局研修又は重・顔（所）研修に  

必要なビデオ、テープ等の研修教材を貸し出すものとする。  

自主学習グループの代表者、各部局人材養成企画推進委員又は所属長  

1週間以内  

事前に総務部人事重まで予約しなければならない。  

センターでの受渡・返却を原則とする。  

研修教材を亡失し、又はき損したときは、それぞれ利用者の責任で、  

同じ研修教材又はこれに相当する金額を弁償しなければならない。た  

だし、天災など利用者の故意又は過失によらない場合で知事が承認し  

たときは、この限りでない。  

（1）利用教材  

（2）利用対象者  

（3）利用期間  

（4）利用予約  

（5）受渡・返却  

（6）亡失、き損  

（センター研修の内容、通知等）  

第8条 センター研修（派遣による研修を除く。以下同じ。）の内容は、毎年度職員研修  

計画で定める。  

2 センター研修の実施に関し必要な事項は、実施要領で定める。  

3 人事室長は、センター研修の実施を総務事務システムのうちの人事給与福利厚生情報   

管理システム（以下「システム」という．）により、関係職員の閲覧に供するものとす   

る。  

（センター研修の受講手続等）  

第9条 センター研修の受講手続は、次のとおりとする。  

（1）研修生は、育成ニーズを基本として、所属長が研修生候補者をシステムにより人事  

室長に推薦し、人事室長が調整して、決定するものとする。ただし、階層別研修の研   

修生は、人事室長が指名するものとする。  

（2）垂直畳は、研修生候補者の推薦に当たっでは、育成ニーズ及び本人の意欲を把握し、   

研修を受けるのに必要な能力、勤務成績等を総合的に考慮しなければならない。   



（3）研修生が研修に欠席するときは、所属長がシステムにより人事室長に報告しなけれ   

ばならない。  

（センター研修の終了後の手続）  

第10条 センター研修の終了後の手続は、次のとおりとする。  

（1）人事室長は、研修終了後、出席日数及び研修態度、到達水準等を考慮して、修了を  

決定するものとする。  

（2）部局長及び所属長は、研修効果が要務に活用できるように配慮しなければならない。  

（センター研修の事務手続の原則）、  

第11粂 センター研修の事務手続は、システムにより行うことを原則とする。  

（派遣による研修）  

第12粂 当該年度に実施する派遣による研修の種類、規模、期間等については、職員研   

修計画で定める。  

2 派遣による研修の研修生は、各部局長の推薦に基づき、選考の上、決定する。選考は、   

論文、面接、その他の方法により行う。  

3 派遣による研修について、人材募兵制度を利用することがある。  

4 派遣による研修の研修生は、派遣期間中、随時、研修の状況を人事室長に報告しなけ   

ればならない。  

5 大学派遣による研修の研修生及び海外派遣による研修の研修生については、研修終了   

後速やかに、その成果を知事に報告しなければならない。  

6 派遣による研修の研修生には、旅費その他の必要な経費を支給する。  

7 第8粂第2項から第4項まで、第9条第2号及び第3号並びに前2条の規定は、派遣   

による研修について準用する。  

（委任）  

第13粂 この要領に定めるもののほか、職員研修に係る事務処理に関し必要な事項は、人   

事室長が定める。  

附 則  

この要領は、平成9年9月1日から実施する。  

改正文（平成10年3月31日 職研第 226号）抄  

平成10年4月1日から実施する。  

改正文（平成12年4月13日 人第3006号）抄  

平成12年4月13日から実施する。   



改正文（平成15年3月24日 人第3247号）抄  

平成15年4月1日から実施する。   

改正文（平成16年3月24日 人事第2276号）■抄  

平成16年4月1日から実施する。   



研修室等貸出事務方針  

1前提と趣旨   

研修センター内の研修室及び研修用備品は、センター研修及び人事室が行う研修等での  

使用を最優先とし、管理は人事室人事課人材養成グループ（以下「人材養成グループ」と  

いう。）が行う。この「方針」は、人材養成グループが研修室等の管理、他部局等への貸出  

をする際の指針として、作成する。   

研修室等の貸出は以下に基づき行うこととする。  

2 語の定義   

ここで研修室等の貸出の対象となる「研修」とは、新しい知識や職務方針の周知・徹底、  

人材の育成などを目的に人事室、部局、職場が業務として行うもので、府の職員がおおむ  

ね半分を超えるものをいう。ただし、警察職員、学校教員はことにいう「府の職員」に含  

まない。  

3 貸出の考え方  

（1）人材養成グループは、センター研修等で使用する予定の無い研修室を、次の（》から   

④に定めるところにより貸出することができる。ただし、OA研修室の貸出について   

は、（2）のとおりとし、また、自主学習グループ、政策自主研究グループに対しての  

時間外の研修室の貸出については、（3）のとおりとする。  

（》 貸出する研修室等の利用時間は、準備時間等も含めて、平日の9暗から17時30分   

の範囲内とし、研修用備品については、原則、研修室内利用の場合に限定することとし、   

また、会議室利用の場合は、貸出を行わないこととする。  

（∋ 人材養成グループは研修利用の予定のない研修室等を、当該日の三月前の月の1日か   

ら、部局、職場での研修使用のために貸出することができる。貸出を行う場合は、利用   

する部局、職場から電話等で仮予約の依頼を行い、その連絡に基づき、人材養成グルー   

プにおいて予約状況を確認の上、仮予約を行う。その後、所定の申込書を提出してもら   

い、確認のうえ、承認書を交付し、本予約を完了する。研修室利用者は、研修当日に人   

材養成グループに交付された承認書を持参し、研修室の鍵等の貸出を受けることとする。  

（∋ 人材養成グループは研修利用の予定の無い研修室を、当該日の一月前の月の1日から、   

適宜、会議室予約システムに掲載し、部局、職場の会議室利用のために貸出すことがで   



きる。   

各職場の担当者が会議室を予約する場合は、会議室予約システムを通じて行う。予約  

が完了した場合は、システムから予約完了のメールが送信されるので、会議室利用者は、  

利用当日に人材養成グループに交付された予約完了メールを持参し、会議室の鍵の賃出  

を受けることとする。  

（2）人材養成グループは、センター研修等で使用する予定の無い研修室のうちOA研修   

室については、次の①から③に定めるところにより貸出することができる。  

① 貸出するOA研修室の利用時間は、準備時間等も含めて、平日の9時から17時30   

分の範囲内とする。  

② OA研修室の利用にあたっては、毎年度未に翌年度の年間利用について、部局長と   

文書による協議の上、人材養成グループにおいて利用予定日を決定する。部局長はこ   

の決定に従い、利用を行うこととする。  

OA研修室内の機器等の操作、利用については、利用する各部局の所属長の責任の   

もと利用することとする。  

③ ②の利用予定調整を行ってもなお、利用予定のないOA研修室については、適宜、   

OA研修室の貸出を行うことができる。この場合の手続きについては、（1）の②に準   

じる。  

（3）人材養成グループは、センター研修等で使用する予定の無い研修室のうち、政策自   

主研究グループ、自主学習グループに、次の①から④に定めるところにより貸出する   

ことができる。  

① 賃出する研修室等の利用時間は、準備時間等も含めて、平日の18時から21時及び   

年末年始・祝日を除く9時から17時（1グループにつき半日単位）の範囲内とし、研   

修用備品については、研修室内での利用を原則とする．  

また、貸出を行う研修室は、政策自主研究グループにおいては、研修室1及び2と   

し、自主学習グループについては、研修室4及び5とする。  

（∋ 人材養成グループは研修利用の予定のない研修室を、当該日の三月前の月の1日か   

ら、各グループの自主研究を目的とする場合に限り貸出することができる。賃出を行   

う場合は、利用するグループから電話等で仮予約の依頼を行い、その連絡に基づき、   



人材養成グループにおいて予約状況を確認の上、仮予約を行う。なお、仮予約の受付  

は利用希望日の前週金曜日までとする。その後、所定の申込書を提出してもらい、確  

認のうえ、承認書を交付し、本予約を完了する。また、毎週金曜日に、直近2週間分  

の使用予定について人材養成グループは、新別館商館地下2階の大阪府新別館管理組  

合及び大阪府新別館防災センター（以下「防災センター」という。）に時間外利用の情  

報の提供を行う。  

③ 研修室を利用するグループの代表者は、利用当日に防災センターに別途交付済の承   

認証を提示のうえ、研修室の鍵の貸出を受けることとする。  

（4）（1）から（3）に定める以外の用途、条件では、原則貸出はしないものとする。た   

だし、「4例外事項」に定める場合の貸出はこの限りでない。また、やむを得ず貸出す   

必要があると考えられる場合は、人材養成グループの施設管理担当者及び人材養成グ   

ループ課長補佐と協議の上、貸出の可否については、人材養成グループ課長補佐が決   

定する。  

4 例外事項   

次の事項については、1から3の定めにかかわらず、人材養成グループの施設管理担当  

者の責任のもと貸出することができる。  

（1）人事関連業務  

当該年度の開始前に、人事関連業務により利用する研修室の調整・予約を行うもの   

とする。また、利用予定の無い研修室について、人事関連業務に関係する場合は、用   

途を問わず、随時賃出することができる。ただし、部局が主となって行う人事関連業   

務にかかる使用については、申込み、承認の手続きを行うものとする。  

なお、利用予定のなくなった研修室については、随時、遅滞無く、キャンセルの連   

絡をもらうものとする。   



《部局・職場・自主研修支援：研修室の貸出》  

部局・所属・自主学習グループ及び政策自主研究グループからの  

研修室一備品等の仮予約の申込（電話）  

※ 自主研修については、基本的に時間外利用のため、鍵の貸し出しは夜間窓口である防   

災センターと自主学習グループ・政策自主研究グループで直接受け渡しを行います。  

また、機材は事務室保管のため、あらかじめ研修室に搬入しておき、翌日に片付けま  

す。   



資料11  

研修コーナー資料貸出等事務方針  

1前提と趣旨  

研修コーナー資料は、職員研修の支援を図る観点から、整備された資料等であり、管理  

は人事室人事課人材養成グループ（以下「人材養成グループ」という。）が行う。この「方  

針」は、人材養成グループが研修コーナー資料等の管理、他部局等への貸出をする際の指  

針として、作成する。   

研修コーナー資料の貸出は以下に基づき行うこととする。  

2 語の定義   

ここでいう「研修コーナー資料」に含まれる資料とは、大阪府職員研修事務処理要領（以  

下「要領」という。）第5粂及び第7条の規定に基づき、職員研修の支援を図る観点から整  

備された図書等の書籍及び研修用ビデオ等の研修教材をいう。  

3 貸出等の考え方  

（1）人材養成グループは、研修資料コーナーに整備されている書籍等について、要領第  

5粂に基づき、貸出等を行う。  

（2）人材養成グループは、研修用ビデオ等の研修教材について、要領第7条及び次の①   

から②に基づき、貸出等を行う。  

① 利用期間については、原則1週間以内とするが、事前予約等がない場合は、最長で2   

週間まで貸出することができる。  

② 研修用ビデオ等の視聴を希望する利用対象者がいる場合には、研修センター事務室内   

で視聴させることができる。   



資料12－1  

「けんしゆうInformation」の編集方針  

1発行の趣旨   

「けんしゆうIn董brmation」は、研修を中心とした人材育成の分野について、職員に最新  
の情報を提供すると同時に、広く能力開発等について知ってもらい、自己研鐸等に役立て  
てもらうため、総務部人事室人事課人材養成グループが作成、発行する。・   

2 発行時期、方法   

「けんしゆうIn董brmation」は、平成19年度については、原則、隔週月曜日に発行する  
ものとし、全所属へはシステム施行で送付する。また、同時に、庁内ウェブページ内に掲  

載する。   

3 基本的な内容  

1回の分量－ま全体でA4、2枚に収まる程度を基本とする。掲載すべき内容が多いとき  
は、この限りでない。また、収まりにくい内容や図、写真等は適宜リンクをはる等工夫す  
る。構成は、次の形式を基本とする。  
①垂△塾   

読む人にIn氏■rmationの内容に興味を持ってもらうため、身近な話題等を使い、200字   
から300字程度で記載するエッセイ的な文章。  

（診 センター研修ボード   

50 日程度以内に開始される研修の準備状況を掲載し、職員一般や受講予定者、研修担   
当者に対する便宜を図る部分。  

（∋研修トピックス  

2つ、または3つのトピックスで構成する。1つのトピックは最大30行程度とし、内   
容は、「最近行った研修の様子等の紹介」、「能力開発や人材育成一般についての話題」、   
「研修センターの近況等」等とする。   

最近の研修等の紹介すべき内容が多いときは、研修等の紹介を優先し、人材育成一般の   

話題は割愛する。   

4 研修トピックスの掲載内容について  

＊研修紹介の内容   

「最近の研修紹介」の部分では、（∋特に実施状況を職員全体に周知したい重要な研修、  

（∋新規採用職員研修等年間の研修計画の節目となる研修、（∋今後の府全体の人材育成の   

推進のため、次年度以降の参加を呼びかけたい研修、の掲載を優先する。   
「最近の研修紹介」に紹介する研修については、In企〉rmation作成担当者が選定し、ま   

た、作成時期のスケジュールを決定する。  
このスケジュールにもとづき、各研修の担当者は、「最近の研修紹介」の原稿を作成し、  

In董brmationの発行日の1週間前までに、In丘げmation作成担当者に提出する。  

＊人材育成一般   

研修等に関する話題の紹介、部局研修担当者のためのパッケージ紹介、研修や人材育成  
についての府外部での動向等を掲載する。また、人材養成グループ担当分を中心とした人  
事施策についても随時紹介する。  
＊研修センターの近況   

特に周知すべき事項があれば、適宜掲載する。   



資料12－2（サンプル）  

〟戒‘坤う血血Ⅶ舵研  
第248号 平成18年10月16日（月）  

人事星人事課人材養成グループ Tel．6941－0351内線 2141～5／Fax．6944－1080   

・～☆～。～‡～・～☆～。～‡～・～☆～。～‡～・～☆～。～‡～・～☆～‡～・～☆～   

○ ここのところ、本当に秋らしい過ごしやすい気候が続いています。本日は「世界食料デー」でも  

ありますt国連食糧農業機関（FAO）が1979年に制定】。この日は食料の重要性を考え、飢餓、  

栄養不良、貧困を克服するために、国際的な協力を推進することを目的に制定されました。「食欲  
の秋」ではありますが、いま「度、食料の大切さを考えてみるのもよいのではないでしょうか。  

これから12月にかけて、いろいろな研修が実施されます。対象者の方はお間違えのないよう、  

実施要領などを確認の上研修に出席していただきますようお願いします。  
今週のトピックスは、「若手職員キャリアサポート研修」「人権問題講座」の二つです。   

・～☆～。～‡～・～☆～。～‡～・～☆～。～‡～・～☆～。～‡～・～☆～‡～・～☆～  

センタ「研膠ポ」ド題く行われる研修の準備状況、10／16現初  

実施時期   
総務事務システムで確認伸   

研 修 名  
込）できる日※   

備 考   

◆主事・技師級研修Ⅲ  

（政策研究）   

～10月31日   確認できます。   実施中です。   

◇NPO活動体験研修   8月～   確認できます。   
対象者は参加してく  

ださい。   

◆主事・技師級研修Ⅰ  

【政策形成入門】  10月25～27日のい  

ずれか1日  

【全体講義】  10月30日   確認できます。   
対象者は参加してく  

【福祉体験学習】  11月1日～12月7  
ださい。  

日のいずれか1日  

【人権研修】  12月8日   

◇防災・  10月30日、31日   確認できます。   
対象者は参加してく  

Fぢ印汀惨  
ださい。   

◆防災・少（新任課長補  

佐巌職員及び新任主査教職員指  確認できます。   
対象者は参加してく  

名）   

ださい。   

◆主事・技師級研修Ⅱ   対象者は参加してく   

【政策形成入門】   ださい。   

◆人権問題応用研修（新任課長補佐  

級2年目職員指名）   対象者は指定された   

【全体講義】  11月1日   確認できます。  班等を確認の上、参加   

【班 別】   11月6、7、13、14、  してください。   

15日のいずれか1日  

①11月7日、8日  対象者は指定された  

◇企画立案能力パワーアップ研修   ②11月9日、10日  確認できます。  コース等を確認の上、  

③11月13日、14日  11月8～10日のいず  確認できます。      才1か1日  参加してください。  



◆企画立案能力パワーアップ研修  
（∋11月7日、8日  

（新任課長補佐級職員、新任主査  
対象者は指定された  

確認できます。  コース等を確認の上、  
級職員及び主事・技師級3年目職   

貞指名）  

参加してください。  

◆管理職研修（部長級職員、次長級  
11月21日  確認できます。  

対象者は参加してく   

職員及び課長級職員）  ださい。   

◇礎営戦略研究研修い－バード方   希望者は申し込んで   

式）  

11月22日、29日   後日通知します。  
ください。   

◆経常戦略研究研修（ハーバード方  
対象者は参加してく  

式）（新任課長補佐級職員及び新  後日通知します。  
ださい。   

任主査級職員指名）   

（∋11月28日  

◇折衝・交渉力パワーアップ研修   ②11月29日  
通知日以降、コース等  

決定通知：1D／17   を確認できます。   
（診11月30日  

◆折衝・交渉力パワーアップ研修  （∋11月28日   

（新任課長補佐級職員及び新任  （∋11月29日   
通知日以降、コース等  

決定通知：10／17   を確認できます。  
主査級職員指名）   ③11月3D日   

◆職場研修担当者研修（採用1～3  

年目の主事の直接監督責任者対  11月15日   申込：～1D／25   
対象者は参加してく  

象）  

ださい。   

★◇法務能力基礎研修   12月1日、12日   
希望者は申し込んで  

申込：～10／26  
ください。   

★◆法務能力基礎研修（主事・技師  12月1日、12日   
確認できます。   

対象者は参加してく   
級2年目職員指名）  ださい。   

★は今号より新たに表示したもの。  

※1◆→研修生として指名された方のみ受講できる研修です。（例：各種階層別研修など）  

◇→受講を希望される方が申込むことのできる研修です。 【実施要領を碓記してください】  

※2 「総務事務システムで確認（申込）できる日」欄の月／日は、総務事務システムにおいて「人事給与福利  

厚生各種申請・届出」→「職員研修」→「研修申込・確認」→「研修申込・確認（知事）」で、実施要領  

の確認や受講申込等の各種手続きが可能になる日です。  

※3 手続方法 → http：〟∨肌Ian．pref，OSaka．jp／102200／102301／senter／汀mtetuduki．pdf  

※4 月引こ受講した研修の修了状況の確認は、実施日より概ね2週間後から、総務事務システムにおいて「人事  

給与福利厚生各種申請・届出」→′「職員研修」→「研修歴閲覧（知事）」で確認できます。   

＊研修トピックス＊  

◇若手職員キャリアサポート研修を実施しました。   

私たちの生活は、はとんどの時間を「仕事」に費やしています。その仕事の意味や、働き方について考え、  
いきいきと働くうえでよい刺激としていただくために、去る9月6日、「若手職員キャリアサポート研修」  

を実施しました。  

対象者は、次のとおりです。   

①：年度末年齢30歳の主事・技師級女性職島  

（∋：（王）の方の直接監督責任者等。  

（診：男女・職階を問わず一般推薦者。   

若手職員の中でも「女性」を中心としているのは、女性がキャリアを形成するうえで、男性とは異なる事  
情があるためです。具体的には、管理自勺立場にある女性が少ない、出産などプライベート面の影響をうけや  
すいといったこと等です。本研修では、そうした点もふまえてロールモデルとなる講師を迎えました。   
又、女性職員の上司の方については、職場全体のキャリアサポートという意識をもっと普及する必要があ  

2   



ることから対象としています。  

はじめに、府人事委員会帯野久美子委員長に、「若手職員に期待すること」と題し、ご講演いただき  

ました。   
採用面接をされてきたお立場から、「若手職員の皆さんが、何を考え、どんな仕事をされているのか気に  

なっています。」と、お話をトまじめられた委員瓦ご自身の会社経営の経験等もふまえ、組織で働くうえで、  
コミュニケーションの必要性、チャレンジ精神の大切さ等を伝えてくださいました。  

続いて、パネルディスカッションでは、民間企業で活躍する方を講師に迎え、府とは違った視点から、「キ  
ャリア形成」について、お話をしていただきました。   

男女共同参画課金森真澄総括主査をコーディネーターに、パネリストは以下の2人の女性と1人の男  

性です。   
●製薬メーカー A社人材育成課長B氏（女性）   

B氏が課長となられた時、周りに同年代の女性はいなかったそうです。これまで社長秘書や新入社員の   

育成を経験され「仕事が好き旦」と、まっすぐにおっしやる姿勢に、研修生のみなさんは、刺激を受   
けられたのではないでしょうか？又、キャリア・ディベロップメントアドバイザーの資格を取得して、   

部下の話を「聴く」ためのご努力をされていること等が印象的でした。   

●電器メーカー C社人事害随一性躍進推進室担当部長 D氏（男性）   

会社の取り組みとして、平成17年10月から本格始動した女性躍進推進室に関すること、上司と部下   

が年2回・最低1時間かけて面接をして、キヤt」ア開発シートを作成する「1・1・2面接制度」等をご   

紹介くださいました。D氏は、‾「私は上司を驚かせるような仕事がしたい。そのためには、自分が、『お  

や？まあ！へえ～』と感動できる感性を持って、仕事に取り組んでいることが大事なのでは。」と話し   

てくださいました。   

●電器メーカー C社 女l蝿進推進室主任E氏（女性）  
D氏とE氏は、上司・部下というお立場でいらっしゃいます。E氏は、ご自身の出産をきっかけとして   

将来の働き方を考えたときに、もっと多くの経験をしたいと考え、社内での職掌変更、女性躍進推進室   
で働くための公募へのチャレンジ等をなさっています。「自分1人だけで、仕事も家庭も両立させる働  

き方は、決して出来ない。周りの方と助け合い、コミュニケーションをとりながら、仕事を通じて自分   
が成長してい草たい。」というメッセージをいただきました。  

最後に、女性職員のみを対象に、商工振興室伊藤明子課長補佐をファシー」テ一夕ーとして、意見交流会  
を行いました。   
研修生には、自分自身の仕事をふりかえるシートの作成や、グノレープに分かれての率直な意見交換を通じ  

て、悩みや将来のキャリアプランについていろいろな考えを知っていただく貴重な時間となりました。  

本研掛よ女性だけでなく男性にもぜひ聞いていただきたい内容でしたが、一般推薦者のうち、男性の応  
募率はごくわずかでした。若手職員の皆さんは、今後もこうした研修の機会がありましたら、ご自身の「キ  
ャリア」について考えるきっかけとするため、チャレンジしていただきますようお願いいたします。  

◇「人辟諜発・人権教育についての今後の課題」～人権問題講座～  

（以下、田酎  

研修や「けんしゆうInformation」に関するご意見・ご感想を電子メールでお寄せください。ど  
んな内容でも結構です。＝〉⇒⇒jinji－gOl＠sbox．pref．osaka．l  

バックナンバーはこちらで確認できます⇒＝〉⇒  

http：〟www．1an．pref．osaka．jp／102200／102301／info／infobn．htm  
人事呈人事課人材養成のレープでは、研修情報を迅速にお届けするため、「けんしゆう  
Lnformation」を本庁各課に鱒行政文書管理システムで、出先機関（一部を除く）にはメールで配  

信しています。課内及び関係出先機関への回覧をよろしくお供いします。   
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l＝丁卜［：コ  平成18年虔 研修センター利用実績   

※午前または午後のみ利用も含む。  

A：新規採用職員研修 B評価者研修 C：職場研修担当研修 C’：研修企画担当者研修  
※1ピースおおさかでの見学あり（60名程度）  

D：新任課長級研修 ※2 砂川厚生福祉センターで新任主査が福祉体験研修あり  

E：N   P（〕  協働  推進基碇研修 F：新任誅      長補  佐級研修 G：新任主査級研修   

a‥ホームページ・ユニバ「サルデザイン実践研修b：企業財務研修c＝法制執務研修d：セクシュアルり、ラスメント対策  

h：CS向上・接遇パワーアップ研修i：政策法務研修j：中堅管理者リスクマネゾメント研修k：広報・PR能力パワーアップ研  
l：民法研修m：行政法研修n：地方自治法研修  
※2砂川厚生福祉センターで新任主査が福祉体験研修あり   



閉庁日囚  平成18年度 研修センター利用実績   

※午前または午後のみ利用も含む  

口   ＼   ＼   ＼   ＼  
OAl＼    ＼   ＼   ＼  
備考   ＼   ＼   ＼   ＼  l      ；睾2  ※2  ※2  l  ※2  ※2  ※2  l冊   ※21※21※   ・2l    ※2  ※2  

」：若手職    員キャリアサポート研修 p：政策         ディベート研修   

2   314   5  61や獣   10  皿  12  13118  17118  11912【）123   24  25  2t∋  27180】31     ＼   ＼l＼   
月   火l水   禾  金R￥R   火l水   木  金l月  火l水  l禾l金l月   火  水  木  金l月   火  つk  ≠  楓   

M：   主事・技師級研    修IN：   防災一危機管理    研修   

「：徳富戦略研究研修（ハーハ’」・’方式）＄：折衝交渉力ハり－アップ研修  

※3 砂Jll厚生福祉センターで主事・技師Ⅰを対象とした福祉体験研修あり   



閉庁日区…ヨ  平成18年度 研修センター利用実績   

※午前または午後のみ利用も含む  

l＼    ＼   ＼  円  215   6  7  8  9112   13  14  15  16119   20  R択母22   23126    27  28  29  30   
つL   1k  つk  木  金l月   火  水  未  金l月   火  水  未  金l月  火  閥大   金l月    火  水  木  金   

備考l＼    ＼   ＼    l         l         l      …     l  
R：再   任用  職員研修  



センター研修室の最終点検チェックリスト   

戸締りを適正に行うために、次のチェックt」ストに従い、点検を行ってください。   

なお、戸締りの時刻は、原則、17時30分から45分の間に実施してください。   
部局・職場研修等の貸出を行った場合で、17時30分を経過してもなお、研修室を利用してい  

る場合は、利用時間の終了について説明を行い、速やかに退室するよう指導してください。   

1．チェックリスト  

7階の点検  

【研修室1から9及びOA研修室】  

□ 照明、ダウンライトの消灯、空調（CAVスイッチ、送風スイッチ）はOFFになってい  

るか（研修室9は、照明のみ確認）  

□ 施錠や閉窓はなされているか  

口 重内は原状回復がなされているか  

ロ 各室前の案内用のホワイトボードは所定の位置に戻されているか  

ロ 忘れ物はないか   

【研修室以外の7Fのフロア】  

ロ 研修名称等の案内用のホワイトボードが消されているか  

ロ 研修準備室及び倉庫の消灯、施錠はなされているか  

ロ トイレ（2箇所）は消灯されているか  

□ 附室は施錠されているか  

ロ 忘れ物はないか   

7Fの点検が終了したら、7Fのエレベーターホールにある照明を消灯してください。  

8Fの点検   

【大研修室】   

ロ 音響室の元電源及び空調（CAVスイッチ、送風スイッチ）はOFFになっているか   

ロ 操作盤の電源がOFFになっているか   

ロ 施錠や閉窓はなされているか   

ロ 室内は原状回復がなされているか   

ロ 忘れ物はないか  

【研修室以外の8Fのフロア】   

ロ サインスタンドは所定の位置に戻されているか   

ロ 倉庫の消灯、施錠はなされているか   

ロ トイレ（大研修室奥）は消灯されているか   

（執務室前のトイレの消灯確認は退庁時に行ってください。）   

ロ 忘れ物はないか   

2．最終確認   

上記のチェックを行った後、執務室内の操作盤において最終確認及び作業等を行ってください。   

ロ 大研修室の空調が停止しているか   

ロ 各研修室の施錠はなされているか   

ロ 7F及び8Fで忘れ物を発見した場合は、忘れ物台帳に記載する   

ロ 7F及び8Fのフロアの照明及び空調をOFFにする   
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退庁時点検チェックリスト   

退庁時の戸締りを適正に行うために、次のチェックリストに従い、最終退庁者は、点検を行っ  

てください。   
なお、「最終退庁者」とは、人事課人材養成グループ内の最終退庁者をいい、「8Fフロア最終  

退庁者」とは、事業管理室を含め、8Fフロア全体の最終退庁者をいいます。  

師控室内  

□ 閉窓はなされているか  

□ 廊下側扉は施錠されているか  

□ 照明は消灯されているか   

口 上記3点の確認を行った上、執務室側の扉を施錠する  

湯壷内  

ロ ボットの電振は0刑Fになっているか  

□ 照明は消灯されているか   

口 上記2点の確認を行った上、執務室側の扉を施錠する  

執務室内  

□ 機器の電源はOFFになっているか   

・シュレッダー   

・コピー機  

㌧パソコン   

口 上記の確認を行った上、「点検結果簿（最終退庁簿）に点検結果を記載し、照明を消灯し、  

執務室の施錠をする   

（施錠後、事業管理室内職員に、人材養成グループ職員が全員退庁する旨を口頭で伝えてく  

ださい。）   

□ 鍵を商館地下2階の防災センターに返却する  

8Fフロア最終退庁者の場合  

口 絵湯室のフロア側扉は施錠されているか  

□ 男女トイレの照明は消灯されているか  

□ 8Fフロア執務室前の照明は消灯されているか（電源は附室の出入り口横）   

口 上記3点の確認を行った上、附室を施錠し、鍵を商館地下2階の防災センターに返却する   



《会議室利用》  

利用希望者が会議室予約システムで部屋を予約  

会議室予約システムから利用希望者あて予約メール送信（自動）  

※ 一度でも「会議室予約システム」を使用した事のある職員は、「会議室利用システム」  

の閲覧から始めますので、電話問い合わせ等への対応の発生がない場合もあります。   




